
参議院比例代表選出議員選挙公報参議院比例代表選出議員選挙公報
平 成 ２８ 年 ７ 月 １０ 日 執 行

この選挙公報は、名簿届出政党等から提出された原稿をそのまま写真製版によって印刷したものであり、掲載の順序は石川県選挙管理委員会がくじで決定したものです。

①

投票日は7月10日（日） 投票時間は午前7時から午後8時まで
（一部投票所を除く）

◎詳しくは各市町選挙管理委員会までお問い合わせください。

当日投票できない方は、
期日前投票ができます。

※参議院比例代表選出議員選挙では、①候補者名または②政党等の名称また
は略称を記入して投票します。政党等の総得票数（候補者個人の得票数と政
党等の得票数の合計）に基づいて、議席が比例配分され、得票数の最も多い
候補者から順次当選人が決まります。

選挙権年齢が

　「満18歳以上」
　　　　に引き下げられました。
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③

投票日は7月10日（日） 投票時間は午前7時から午後8時まで
（一部投票所を除く）

◎詳しくは各市町選挙管理委員会までお問い合わせください。

当日投票できない方は、
期日前投票ができます。
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選挙権年齢が

　「満18歳以上」
　　　　に引き下げられました。



参議院比例代表選出議員選挙公報参議院比例代表選出議員選挙公報
平 成 ２８ 年 ７ 月 １０ 日 執 行

この選挙公報は、名簿届出政党等から提出された原稿をそのまま写真製版によって印刷したものであり、掲載の順序は石川県選挙管理委員会がくじで決定したものです。

④



参議院比例代表選出議員選挙公報参議院比例代表選出議員選挙公報
平 成 ２８ 年 ７ 月 １０ 日 執 行

この選挙公報は、名簿届出政党等から提出された原稿をそのまま写真製版によって印刷したものであり、掲載の順序は石川県選挙管理委員会がくじで決定したものです。

⑤



参議院比例代表選出議員選挙公報参議院比例代表選出議員選挙公報
平 成 ２８ 年 ７ 月 １０ 日 執 行

この選挙公報は、名簿届出政党等から提出された原稿をそのまま写真製版によって印刷したものであり、掲載の順序は石川県選挙管理委員会がくじで決定したものです。

⑥



参議院比例代表選出議員選挙公報参議院比例代表選出議員選挙公報
平 成 ２８ 年 ７ 月 １０ 日 執 行

この選挙公報は、名簿届出政党等から提出された原稿をそのまま写真製版によって印刷したものであり、掲載の順序は石川県選挙管理委員会がくじで決定したものです。

⑦



7月10日（日）の投票は2種類です。

◎投票所の掲示をよくみて投票してください。

◎投票できる方は、平成10年７月11日までに生まれ、選挙人名簿に
　登録されている方に限ります。

◎詳しくは各市町選挙管理委員会まで
　お問い合わせください。

選挙区選出議員選挙

比例代表選出議員選挙

薄黄色の投票用紙に　候補者名を記入

白　色の投票用紙に　候補者名

政党等の名称
　または略称を記入

または

※参議院比例代表選出議員選挙では、政党等の総得票数
（候補者個人の得票数と政党等の得票数の合計）に基づい
て、議席が比例配分され、得票数の最も多い候補者から順
次当選人が決まります。

選挙権年齢が

 「満18歳以上」
    に引き下げられました。

当日投票できない方は、
期日前投票ができます。


